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R5.4月末 大浜町 小浦町 福田本町 小江町 柿泊町 手熊町 上浦町 計 

世帯数 1,931 853 721 248 242 151 52 4,198 

人数 4,044 1,776 1,481 464 528 301 123 8,717 

 ◉国道202号歩道拡幅工事がスタート！ 

 国道202号線の歩道拡幅工事がスタートします。 

 令和５年度は、福田本町から小浦町舟津公園付近までの護岸の工事が実施されます。 

 工事期間中は、付近の通行に支障が出ることも考えられますので、ご通行の際はお気を付けください。 

 ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 工期 

  令和５年６月中旬  

      ～ 

  令和６年３月末（予定） 

 区間 

  小浦町～福田本町 

 工事内容 

  歩道拡幅に必要な 

  護岸工事 

 ◉手熊小学校区まちづくり協議会が「ふれあいあそボッ茶」を開催！ 

 手熊小学校区まちづくり協議会の初めてのイベントとして、同協議会住みよかまち部会主催で「ふれ

あいあそボッ茶」が開催されます。 

 皆さん、『ボッチャ』というスポーツをご存じですか？ 

 東京パラリンピックで日本チームの大活躍をご覧になられた方もいらっしゃると思います。 

 『ボッチャ』とは、ヨーロッパが発祥とされ、障害を持つ方もそうでない方も子供から大人まで一緒に

なって楽しめるスポーツです。2チームに分かれて、自軍のボールを的球にどれだけ近づけるかを競う競

技で、『カーリング』にルールが似ていることから『地上のカーリング』や『床の上のカーリング』と呼

ばれています。 

 今回の「ふれあいあそボッ茶」は、場所や参加者に合わせてアレンジする『レクレーションボッチャ

（レクボッチャ）』をお茶を飲みながら実施し、老若男女問わずみんなで体を動かして楽しく元気になろ

うと企画されたものです。 

 子どもも高齢者も一緒に楽しめる競技ですので、ぜひご参加ください。 

 

 日時    令和５年７月８日 

 場所    手熊地区ふれあいセンター 

 申込み   令和５年６月２０日までに 

       手熊地区ふれあいセンター（095-841-1661）へ 
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◉福田地区公民館図書室からのお知らせ 

 皆さん、本を読んでますか？ 今回は、図書室にあるたくさんの児童書の中から、

夏休みに読んでほしい3冊を紹介します。 
 

ねこのおひめさま （小学１～２年生向け） 

 『この世の中、こんなおいしい話しはない』と疑うような話しですが、主人公の力

の抜けた自然体に気持ちがのんびりできます。 何事にもすなおに一生懸命やっていれば、いずれ自分

にすてきなことがかえってくると教えてくれるお話しです。 

 また、楽しい挿絵が入った読みやすい“グリムの本だな”シリーズです。 

スプーンは知っている （小学３～４年生向け） 

 大好きなおじいちゃんに笑顔になってもらいたい主人公のかなめちゃん。お人形のタムさんにアドバ

イスをもらいながら、なくなったおばあちゃんのレシピを見てお菓子作りに挑戦します。 

 誰かに喜んでもらえることで手作りする楽しさが伝わるお話しです。 

 レシピ付きなので、それもまた楽しみのひとつ！ 

オレさすらいの転校生 （小学５～６年生向け） 

 小学4年生の主人公は、父親の仕事の都合で11校目の小学校へ転校してきた。そこは、『競歩』がさか

んな学校で、伝統の学校対抗競歩大会がある。競歩を知らなかった主人公だったが、大会に向けて一致

団結していくクラスの中で、様々なことを乗り越えていきます。 

 昭和感あふれる主人公が、クラスメイトと友情を深めていくワクワクさせてくれるお話しです。 
  

 この夏は、読書の夏にしてみませんか。 

  

◉消費者センターからのお知らせ 

その通販サイト本物ですか？偽サイトに警戒を！  

●偽サイトに関する全国の相談件数が昨年同期の2倍に増えています！ 

【事例】～有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだった～ 

有名家具店の公式サイトだと思い、ソファが約2万円と安くなっていたので購

入した。受注メールが届かないので、改めてサイトを確認したところ、URLが

公式サイトと違っており、偽サイトだと気づいた。 
（独立行政法人国民生活センター発行 見守り新鮮情報 第389号（2021年3月23日）より抜粋） 
 

≪偽サイトの特徴≫ 

□ サイトのURLの表記が、ブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる。 

□ 日本語の字体、文章表現がおかしい。 

□ 販売価格が大幅に割引されている。 

□ 事業者の住所の記載がない。住所が記載されていても、調べてみると虚偽だったり無関係の住所で 

  ある。 

□ 事業者への連絡方法が、問い合わせフォームやフリーメールだけである。 

□ 支払い方法が、クレジットカード決済のみ、銀行口座等への前払いのみ、代金引換サービスのみな 

 ど、支払い方法が限定されている。 

□ 通販サイト内のリンクが適切に機能しない。 

●偽サイトにはこのような特徴があります。販売価格だけに目を奪われず、偽サイトの特徴を知って、

“少しでも怪しいと感じたら注文しない”など、冷静に対応することが必要です。また、公式通販サイト

やその運営事業者の公式ホームページ等に、偽サイトに関する注意喚起情報がないか確認しましょう。 

●困ったときは、長崎市消費者センターにご相談ください（095-829-1234） 


